
豚コレラの発生状況
2017年3月3日現在

※出典：ＯＩＥ 他
※変更点：ドイツを「豚コレラの発生があるが、我が国が清浄性を認定した地域からのみ生鮮豚肉の輸入を認めている国」

から削除し、「我が国が豚コレラの清浄性を認定し、生鮮豚肉の輸入を認めている国及び地域」に追加

＝豚コレラの発生があるが、我が国が清浄性を認定した地域からのみ生鮮豚肉の輸入を認めている国

＝我が国が豚コレラの清浄性を認定し、生鮮豚肉の輸入を認めている国及び地域

＝豚コレラの発生がある国（2007年1月から現在までに、OIEに発生の報告があった国）

（フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、ハンガリー、チェコ、デンマーク、イタリア（サルジニア島を除く）、サンマリノ、オランダ、オーストリア、
英国（グレートブリテン及び北アイルランド）、スペイン、ポルトガル、アイルランド、アイスランド、 ベルギー、ドイツ、カナダ、米国（アメリカ大陸の部
分、ハワイ諸島及びグアム島）、メキシコ、北マリアナ諸島、コスタリカ、パナマ、チリ、オーストラリア、ニュージーランド、バヌアツ、ニューカレドニア）

（フランス、ブラジル）

口蹄疫等の侵入防止のための水際検疫の強化

・ 韓国等東アジアにおける口蹄疫の発生を受け、国内への侵入を防ぐため、空海港での入国者の靴底消毒・
車両消毒や、旅客への注意喚起や検疫探知犬を活用した抜き打ち検査などの動物検疫措置について一層の強
化・徹底を実施。

・ 平成23年４月の家畜伝染病予防法の改正に伴い、本病の発生国からの入国者に質問を実施したり、携帯品
の検査や必要に応じた消毒を実施することができるようになるなど、ウイルス侵入防止措置をより一層強化。

発生国・地域 国際空海港における旅客に対する水際対策

Q 1. 
過去1週間以内に牛、豚、
鶏などの家畜に接触したり
、牧場、と畜場などの畜産
施設に立ち寄りましたか？

Q 2. 
家畜やその糞尿、牧場等の
土に触れた衣類や靴などを
所持していますか？ ハム
、ソーセージなどの肉製品
を所持していますか？

Q 3. 
日本国内で、1週間以内に
家畜に触れる予定がありま
すか？

（必要に応じ、英語、中国語、
韓国語等を記載した資料を使用）

消毒マットを用いた靴底消毒検疫探知犬による手荷物検査

動物検疫に関する注意喚起 発生国からの入国者
への質問の実施
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・口蹄疫は、平成22年に宮崎県で発生したが、平成23年２月にOIEの定めるワクチン非接種清浄国に復帰。

・牛の結核病やブルセラ病は近年発生が見られない一方で、ヨーネ病は依然として全国的に発生が確認。

・牛海綿状脳症（BSE）は、平成13年９月以降、計36例の発生が確認されたが、平成25年５月のOIE総会で「無視できるBSEリスク」の国に

認定。

・豚コレラは、平成５年以降国内での発生は確認されておらず、平成27年５月のOIE総会で「豚コレラ清浄国」に認定。

・高病原性鳥インフルエンザは、直近では、平成28年11月から平成29年3月末までに、青森県、新潟県、北海道、宮崎県、熊本県、岐阜県、

佐賀県、宮城県、千葉県の９道県で計12件の発生が確認されたが、平成29年６月にOIEの定める高病原性鳥インフルエンザの清浄国に

復帰。

【主要な家畜伝染病の発生状況
注１

の推移】

年 （平成） 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

口蹄疫 0 0 0 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0 0

結核病（牛） 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0

ヨーネ病（牛） 433 439 604 488 606 441 278 313 235 331 211 293 326 327 315 207

ＢＳＥ（牛） 2 4 5 7 10 3 １ １ 0 0 0 0 0 0 0 0

ブルセラ病（牛） 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0

馬伝染性貧血（馬） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

伝達性海綿状脳症（ＢＳＥ以外） 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0

高病原性鳥インフルエンザ 0 0 5 0 0 4 0 0 1 23 0 0 4 2 7 5

低病原性鳥インフルエンザ注２ 0 0 0 41 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

資料：農林水産省消費・安全局「家畜伝染病の発生状況」
注１：家畜伝染病予防法第13条第１項の規定による患畜届出件数（ただし、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザは疑似患畜の件数を含む）。

データは平成29年９月末時点。
注２：平成23年４月の家畜伝染病予防法の改正に伴い、高病原性鳥インフルエンザ（弱毒タイプ）は低病原性鳥インフルエンザに呼称を変更。

（単位：戸数）

家畜伝染病の発生状況

生産者を始めとする関係者による感染拡大防止対策（分離飼
育や吸血昆虫対策）のための以下の取組を支援

○ 農場段階での重点的な検査
○ 共同放牧場等を利用する牛の検査、吸血昆虫の駆除対策

国の支援策

現 状 本病対策のガイドラインを作成・普及（H27.4）

本病のより効果的かつ具体的な感染拡大防止対策を定めた
ガイドラインを作成・普及。

○ 本病対策は、中長期的な視点に立って、着手可能な対策
から講じ、牛飼養農家と関係者が協力して対策を進める必
要

○ まず、人為的な伝播防止対策、繁殖農場における農場の
浸潤状況等に応じた感染拡大防止対策、共同放牧場等にお
ける農場間伝播防止対策などにより、伝播リスクを減らす
ことが基本

EBL(地方病性牛白血病)の現状と対策

・ウイルス（BLV）を原因とし、リンパ肉腫（腫瘍）を主徴とする
牛・水牛の疾病。平成10年から家畜伝染病予防法の届出伝染病に指定。

・ウイルスを含む血液や乳汁を介して感染（医療器具等の使いまわし、吸血昆虫、哺乳等）。
・ BLVに感染した牛のうち数％のみが発症し、感染牛の多くは発症することなく経済動物

としての役割を全うできる。発症すると削痩、眼球突出、下痢、体表リンパ節の腫大等
の症状を呈し、飼養農家に経済的な被害が生じる。

・治療法やワクチンは無く、人為的な伝播を引き起こす行為の排除や吸血昆虫対策等の
感染拡大防止対策を講じることが重要。
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牛白血病の届出頭数（全国）

検査農場 検査頭数 陽性率 調査期間

乳用牛 587戸 11,130頭 40.9%
2009年12月～

2010年3月

肉用牛 558戸 9,834頭 28.7%
2010年12月～

2011年4月
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・飼養衛生管理基準の遵守

・清浄豚の流通

・清浄度確認検査

・感染豚のとう汰推進

・ワクチン接種

清

浄

化

・地域ステータス区分及び清浄県の
定義変更

・野外ウイルス感染豚飼養農場の
情報共有

オーエスキー病対策

オーエスキー病防疫対策要領
（平成29年３月31日改正）

・ 昭和56年に初発生。平成２年以降全国に拡大し、異常産や哺乳豚の死亡など、養豚経営に甚大な影響。
・ 平成３年から、「オーエスキー病防疫対策要領」に基づき、ワクチン接種を活用した防疫対策により、生産者と 一体となっ

て発生予防と清浄化を推進した結果、全国的に清浄化が進展。
・ 平成29年３月、「オーエスキー病防疫対策要領」を改正し、地域レベルでの清浄化の取組を一層推進。

清浄化に向けた地域的な取組等に対して集中
的に支援（平成20年12月１日～）

家畜生産農場清浄化支援対策事業

野外ウイルス感染豚の

飼養が確認されている浸潤

県（４県）

オーエスキー病清浄化対策

平成29年９月29日現在

NEW!!

NEW!!

家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準の設定

・農林水産大臣が、牛、豚、鶏などの家畜について、その飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべ
き基準(飼養衛生管理基準)を定めるとともに、家畜の所有者に当該基準の遵守を義務付け（平成23年10月～）、家畜
の伝染性疾病の発生を予防。（平成29年2月一部見直し）

・飼養衛生管理の徹底は、食品の安全性を確保するための生産段階における取組ともなる。

食品供給行程の各段階における適切な措置により食品の安全性を確保
（と畜場法・食品衛生法）

○枝肉・部分肉・加工品の微生物汚染・増殖防止○病畜の廃棄（全部又は一部）
○枝肉の微生物汚染・増殖防止

勧

告

指
導
・
助
言

命

令

罰

則

都道府県による飼養衛生管理基準の遵守状況の確認

と畜場・食鳥処理場 食肉・食鳥処理・加工場 卸売・小売業者 消費者

遵
守
状
況
の

定
期
報
告

命令違反者に対しては…

○ 家畜の飼養衛生管理基準の設定
１ 家畜防疫に関する 新情報の把握

２ 衛生管理区域の設定

・徹底した衛生管理が必要な区域を他の区域と区分

３ 衛生管理区域への病原体の持込み防止

・必要のない者の立入りの制限

・消毒設備の設置と入場車両・入場者に対する消毒の実施

・（豚）生肉を含む飼料は十分に加熱

４ 野生動物等からの病原体の侵入防止

・給餌・給水設備への野生動物の排せつ物等の混入防止

・（鶏）防鳥ネット等の整備

・家畜・家きんの死体の保管場所への野生動物の侵入防止

５ 衛生管理区域の衛生状態の確保

・畜舎・器具の定期的な清掃又は消毒及び密飼いの防止

６ 家畜の健康観察と異状がある場合の対処

・毎日の健康観察と異状時の早期通報・出荷停止

・家畜・家きんの死体・排せつ物の移動時の漏出防止

７ 埋却地の確保等

・埋却地の確保又は焼却・化製のための準備

８ 感染ルート等の早期特定のための記録作成・保管

・入場者に関する記録の作成・保管

９ 大規模所有者に関する追加措置

・家畜保健衛生所と緊密に連絡を行う担当獣医師の設置

・通報ルールの作成

※下線部は平成29年２月に一部見直した項目

原則として
年１回以上

農場へ立入検査

農場における衛生管理の徹底（家畜伝染病予防法）
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